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この裁判についての詳細・原告への
参加に関心のある方は、下記電話や
メールアドレスへお問い合わせくだ
さい。東京公害患者と家族の会ホー
ムページで検索も出来ます。

原告となり、医療費助成制度創設
にご協力お願いいたします
※ 裁判費用はかかりません

(事務局)
東京都文京区大塚4-2-11恩田ビル304
℡03-6912-1656 fax03-6304-1418
メール air-tokyo@herb.ocn.ne.jp

ぜ
ん
息
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
・

体
質
に
よ
る
も
の
と
思
っ
て
い

ま
せ
ん
か
。
広
範
な
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を
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し
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４
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追
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さ
い
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